


マイホームの購入は、人生でもっとも大きな買い物のひとつです。その際に利用する住宅ローンの返済は、
何十年も続きます。返済途中でもしものことが起きたら、残りの住宅ローンはどうすれば良いのでしょうか？
返済ができない場合、マイホームはどうなってしまうのでしょうか？

これを解決してくれるのが、団体信用生命保険です
大切なマイホームを守ってくれるのが団体信用生命保険、通称「団信」です。団体信用生命保険は、住宅ロー
ンを利用されている方が、返済途中でお亡くなりになったり、高度障害状態等になった場合に、ご本人に代
わって生命保険会社が住宅ローンの残高を支払ってくれる、というものです。
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団体信用生命保険とは、住宅ローンなどを借り入れられた方について、その債務の返済期間中に保険金の支
払事由に該当された場合に、保険金をもって債務の弁済（債権の回収）を行うため、金融機関などの債権者
または金融機関などから融資を受けられた方の債務を保証する保証会社を契約者として運営する団体保険商
品です。また、保険金額は債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて逓減します。

◎死亡保険金
被保険者が死亡した場合に、住宅ローン残高が支払われます。

◎リビング・ニーズ特約保険金
余命６ヵ月以内と判断される場合※に住宅ローン残高が支払われます。
※余命の判断は、医師の診断にもとづき生命保険会社が行います。

◎高度障害保険金
被保険者が保障開始日以後の傷害または疾病によって、所定の高度障害状態に該当した場合に、住宅ロー
ン残高が支払われます。

団体信用生命保険の申込時にどのような書類が必要ですか？
申込書兼告知書が必要です。

団体信用生命保険の保障はいつから開始されますか？
融資実行日または引受保険会社が加入を承諾した日のいずれか遅い日になります。

保険金はどのように支払われるのですか？
被保険者となる方（ローン債務者）が住宅ローン返済中に保険金の支払事由に該当した場合に、その時点の住宅ローンの
残高に応じて、金融機関が引受保険会社から保険金を受け取ります。これにより、ご遺族の方（高度障害状態の場合は被保
険者ご本人さま）は、その後の住宅ローンの返済が不要になります。
なお、保険金が支払われる場合であっても、遅延利息や延滞損害金などをご負担いただく場合があります。
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団体信用生命保険の
（住宅ローン団信）
ポイント

リビング・ニーズ特約付

詳細については、「申込書兼告知書」の「ご契約内容（契約概要）」をご確認ください。

保険金額は
 債務残高に応じて

定まります

①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
④胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの
⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑧１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの

所定の高度障害状態とは以下の状態をいいます。

商品の特徴

保障内容

どうして
必要なんだろう？
どのようなしくみ？
保障の内容は？

疑問

（ローン債務者の妻）

夫が交通事故で突然死亡。子供を育てな
がら、今まで通りの返済は難しいと心配
したが、団信により住宅ローンは完済。

（ローン債務者本人）

脳卒中で倒れ、長期にわたり入院。会社
も退職したが、高度障害状態と認定され
たため、団信により住宅ローンは完済。

団信が役に立つ具体例

Q&A


